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           健生会デイサービスセンターたんぽぽ運営規程 

 

（事業の目的） 

第 1 条 社会医療法人社団健生会が運営する、健生会デイサービスセンターたんぽぽ（以下「事業所」

という）が行う、地域密着型通所介護及び予防通所介護相当の事業（以下「事業」という。）の

適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従

事者（以下「従事者」という。）が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な地域密着型通所介

護及び予防通所介護相当を提供することを目的とする。 
 

（運営の方針） 

第 2 条 従事者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の

解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生

活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行うものとする。 
  二 事業の実施にあたっては、区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、 

総合的なサービスの提供に努めるものとする。 
  三 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うと共に、従業者

に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 
  四 指定地域密着型通所介護及び予防通所介護相当の提供の終了に際しては、利用者又はその家族 

に対して適切な指導を行うと共に、居宅介護支援事業者や介護予防支援事業者等への情報の提 
供を行うものとする。 

 
（事業所の名称等） 
第 3 条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 
  一 名 称 健生会デイサービスセンターたんぽぽ 
  二 所在地 東京都八王子市東町２番３号 ５階 
 
（職員の職種、員数及び職務の内容） 
第 4 条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 
  一  管理者              １名 
    管理者は、事業所の従業者の管理、地域密着型通所介護及び予防通所介護相当の利用申し込み 
    に係る調整、及び業務の実施状況の把握、地域密着型通所及び予防通所介護相当介護計画の作 
    成等を行う。その他、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、

現場で発生する事象を最前線で把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、

職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。      
  二 通所介護従事者  生活相談員    ２名以上 
             看護職員     1 名以上 
              同一敷地内八王子共立診療所からの看護師連携 協定済み 
             介護職員     ３名以上 
             機能訓練指導員  １名以上 
             調理職員（調理補助員含む） ２名以上 
    通所介護従事者は、地域密着型通所介護及び予防通所介護相当の業務にあたるものとする。 
    生活相談員は、地域密着型通所介護及び予防通所介護相当の利用申込にかかる調整、また、利 
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用者に対し日常生活上の相談対応・介護、その他必要な業務の提供にあたるものとする。 
    介護職員、看護職員は、利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健    

               康管理、その他送迎等必要な業務の提供にあたるものとする。 
    機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を 
             行うものとする。 
    調理職員は、利用者の昼食等を調理する。調理員補助員は、盛付、配食、洗浄、清掃等の 

作業を行うものとする。 
 

（営業日および営業時間） 

第 5 条 事業所の営業日および営業時間は、以下のとおりとする。 
一 営業日 

月曜日～金曜日 （祝日も営業する） 

休日は土曜日、日曜日、年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日 

二 営業時間 
午前８時３０分から午後５時３０分 

 

（利用定員） 

第６条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。 
    地域密着型通所介護及び予防通所介護相当  

サービス提供時間帯 午前９時４５分から午後４時１５分  １８人 
   

（事業の内容及び利用料その他の費用の額） 
第７条 事業の内容は下記に揚げるとおりとする。 

1 介護・生活全般の支援 

2 食事の提供 

3 入浴介助 
4 機能訓練 

5 送迎 

6 行事・趣味活動 

7 健康管理 
8 生活相談 

  二 事業を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、法定代理受領サービスであ 

る時は、その額の 1 割とする。 

ただし一定以上の所得のある方は、その額の 2 割、3 割が摘要されることがある。 
  三 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該 

サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。 

  四 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し、事前に文章 

で説明した上で、費用の変更を行うものとする。 
 

（通常の事業の実施地域） 

第８条 通常の事業の実施地域は、八王子市とする。 
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（サービス利用にあたっての留意事項） 

第９条 利用者は、サービス提供を受ける際には医師の診断や日常生活上の留意事項、利用者当日の健 

康状態を従業者と確認し、心身の状況に応じた適切なサービスを受けることができるよう留意 

する。 
  二 利用者は、入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用することとす 

る。 
 

（緊急時等における対応方法） 
第 10 条 従事者等は、地域密着型通所介護及び予防通所介護相当の提供を行っているときに、利用者に 

病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずる 

とともに、管理者に報告しなければならないものとする。 
 

（非常災害対策） 

第 11 条 地域密着型通所介護及び予防通所介護相当事業所は、非常災害に備えるため、消防計画、風水 

害、地震等の災害に対処する為の計画を作成し避難訓練等を次のとおり行なうとともに必要な 

設備を備える。 
      防災訓練    年１回以上     

      避難訓練    年１回以上     

      通報訓練    年１回以上  

  二   事業者は、非常災害時に八王子市消防署及び八王子市高齢者いきいき課へ速やかに通報できる  
体制を確保する。 

  三  事業者は、非常災害時に利用者（及び地域住民）のために、最低でも３日間の避難を想定 

     した災害備蓄の確保を行うものとする。 

  四  事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努め 
る。 

 

（衛生管理及び従事者等の健康管理等） 

第 12 条 通所介護及び予防通所介護相当に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常 
に衛生管理に十分留意するものとする。 

  二 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め 

ると共に、衛生上必要な措置を講ずる。 

  三 事業所における感染症の予防及びまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じる。 
    1 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話 

装置等を活用して行うことができるものとする）をおおむね 6 か月に 1 回以上開催すると共 

に、その結果について、従業者に周知徹底する。 

    2  事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備する。 
     3 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止の為の研修及び訓練を定期 

的に実施する。 

四 事業所従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年１回以上の健康 

    診断を受診させる。 
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（個人情報の保護） 

第 13 条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定 

した「医療･介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守 

し適切な取り扱いに努める。 
  二 事業所が得た利用者とその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の 

目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は 

その代理人とその家族の了解を得る。 
 

（身体的拘束等の排除のための取り組み） 

第 14 条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的

拘束等」という。）を行わない。 
  二  事業所は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、 

     理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに 

     緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 
 

（苦情処理） 

第 15 条 管理者は、提供した通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応する 

   ため、担当者を置き、事実関係の調査を実施し、改善措置を講じ、利用者及び家族に説明する。 

  二 事業者は、提供した地域密着型通所介護及び予防通所介護相当に関し、介護保険法第２３条の

規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員か

らの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又

は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

  三 事業者は、提供した地域密着型通所介護及び予防通所介護相当に係る利用者からの苦情に関し

て国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導

又は助言を受 けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 
 

（虐待防止に関する事項） 
 第 16 条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。  

     1 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが出来る 

物とする。）を定期的に開催すると共に、その結果について従業員に周知徹底を図る。 

         2 虐待防止の為の指針の整備 
     3 虐待を防止する為の定期的な研修の実施 

     4 前 3 号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者の設置（担当者：管理者がこれを兼ねる。） 

  二  事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養 

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村 
に通報する。 

 

（事故発生時の対応） 

第 17 条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村 
     利用者の家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な 

措置を行うものとする。 
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   二  当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が 

発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。 
   三 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。 

   四 報告すべき事故の範囲は、原則、「八王子市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要 

領」のとおりとする。 
 

（業務継続計画の策定等） 

第 18 条 事業所は、感染症や自然災害の発生時において、利用者に対する地域密着型通所介護及び予防 

通所介護相当の提供を継続的に実施する為、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計 

画（以下「事業継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。 
  二 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知すると共に、必要な研修及び訓練を定期 

的に実施する。 

  三 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うも 

のとする。 
 

（その他運営についての重要事項） 

第 19 条 従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。 

      1  採用時研修 採用後２か月以内 
      2  継続研修  年２回以上 

   二 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者 

     に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後に 

     おいてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。 
   三 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他 

     必要な帳簿を整備する。 

   四 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会医療法人社団健生会と健生会デ 

イサービスセンターたんぽぽの管理者との協議に基づき定めるものとする。 
  

（運営推進会議） 

第 20 条 事業所は、周辺地域との相互理解を深め、地域に開かれ、地域と支えあうデイサービスなる 

     ために利用者、利用者の家族、事業所の所在する市町村職員または該当圏域を管轄する地域包

括支援センター職員、地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を設置する。 

   二 事業所は、年 2 回運営推進会議を開催し、活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受 

     けるとともに運営推進会議からの必要な要望、助言等を聞く機会を設ける。 
 
 
附則 

1、 この規程は、令和 4 年 12 月 1 日より施行する。 
2、 この規程は、令和 5 年 4 月 1 日より施行する。 
3、 この規程は、令和 5 年 10 月 1 日より施行する。 
4、 この規程は、令和 6 年  4 月 1 日より施行する。 

 
 

 
 

 



 

     健生会デイサービスセンターたんぽぽ運営規程別紙（料金表） 

・介護保険給付対象サービスの利用料  

所要時間（１回あたり） 介護度区分 基本料金 １割 ２割 ３割 

3 時 間 以 上        

４時間未満 

要介護 1 4,442 円 445 円 889 円 1,333 円 

要介護 2 5,105 円 511 円 1,021 円 1,532 円 

要介護 3 5,767 円 577 円 1,154 円 1,731 円 

要介護 4 6,408 円 641 円 1,282 円 1,923 円 

要介護 5 7,080 円 708 円 1,416 円 2,124 円 

 4 時 間 以 上        

5時間未満 

要介護 1 4,656 円 466 円 932 円 1,397 円 

要介護 2 5,350 円 535 円 1,070 円 1,605 円 

要介護 3 6,044 円 605 円 1,209 円 1,814 円 

要介護 4 6,717 円 672 円 1,344 円 2,016 円 

要介護 5 7,422 円 743 円 1,485 円 2,227 円 

 5 時 間 以 上        

6時間未満 

要介護 1 7,016 円 702 円 1,404 円 2,105 円 

要介護 2 8,287 円 829 円 1,658 円 2,487 円 

要介護 3 9,569 円 957 円 1,914 円 2,871 円 

要介護 4 10,818 円 1,082 円 2,164 円 3,246 円 

要介護 5 12,111 円 1,212 円 2,423 円 3,634 円 

 6 時 間 以 上        

7時間未満 

要介護 1 7,241 円 725 円 1,449 円 2,173 円 

要介護 2 8,554 円 856 円 1,711 円 2,567 円 

要介護 3 9,879 円 988 円 1,976 円 2,964 円 

要介護 4 11,203 円 1,121 円 2,241 円 3,361 円 

要介護 5 12,516 円 1,252 円 2,504 円 3,755 円 

 7 時 間 以 上        

8時間未満 

要介護 1 8,042 円 805 円 1,609 円 2,413 円 

要介護 2 9,505 円 951 円 1,901 円 2,852 円 

要介護 3 11,021 円 1,103 円 2,205 円 3,307 円 

要介護 4 12,516 円 1,252 円 2,504 円 3,755 円 

要介護 5 14,012 円 1,402 円 2,803 円 4,204 円 

 8 時 間 以 上        

9時間未満 

要介護 1 8,362 円 837 円 1,673 円 2,509 円 

要介護 2 9,879 円 988 円 1,976 円 2,964 円 

要介護 3 11,448 円 1,145 円 2,290 円 3,435 円 

要介護 4 13,029 円 1,303 円 2,606 円 3,909 円 

要介護 5 14,578 円 1,458 円 2,916 円 4,374 円 

 
 
 
 



 

加算の種類 基本料金 １割 ２割 ３割 算定 

【入浴介助加算（Ⅰ）】 

427 円 43 円 86 円 129 円 ☑ 
入浴介助を適切に行うことが出来る人員及び設備を有して、入浴介助に関

わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を実施した上で入浴介助を行っ

た場合（1 日につき） 
 

【入浴介助加算（Ⅱ）】 

587 円 59 円 118 円 177 円 ☐ 

 

（上記要件に加えて）医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該

利用者の動作及び浴室の環境を評価する。居宅訪問した医師等（医師等に

代わり介護職員が訪問し、医師等の指示のもと情報通信機器等を活用して

状況把握を行い）と連携の下で当該事業所の機能訓練指導員等が共同し

て、当該利用者の身体の状態や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境

等を踏まえた個別の入浴計画を作成し、個浴その他の利用者の居宅の状況

に近い環境で入浴介助を行う場合（1 日につき） 

 

 

 

 

 

【ADL 維持等加算（Ⅰ）】 

320 円 32 円 64 円 96 円 ☐ 

 

一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL（日常生活動作）の維

持又は改善の度合い（バーセルインデックスの数値で測定し、ADL 値を

報告）が一定の水準（調整済みADL 利得を平均して得た値が１以上）を

超えた場合（１月につき） 

 

 

 

 

【ADL 維持等加算（Ⅱ）】 

640 円 64 円 128 円 192 円 ☐ 

 

ADL 維持等加算（Ⅰ）の要件を満たした通所介護事業所で、評価対象利

用者の調整済みADL 利得を平均して得た値が3 以上である場合（１月に

つき） 

 

 

 

【科学的介護推進体制加算】 

427 円 43 円 86 円 129 円 ☑ 

 

利用者の基本的なデータ（ADL（日常生活動作）の値、栄養状態、口腔機

能、認知症の症状、その他心身の状況）を少なくとも３月に１回は厚労省

に提出し、データベースを活用してサービス計画を確認するなど、PDCA

サイクルを推進してケアの質を向上させる取り組みを評価する（１月につ

き） 

 

 

 

 

【栄養スクリーニング加算（Ⅰ）】 

213 円 22 円 43 円 64 円 □ 

 

当該事業所の従業者が利用開始時および利用中６か月ごとに利

用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情

報を利用者を担当する介護支援専門員に提供している場合（１回

につき） 

 

 

 

【認知症加算】 

640 円 64 円 128 円 192 円 ☑ 

 

当該加算の体制・人材要件を満たし、従業員に対する認知症ケア

に対する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催し

た上で、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の占める割合が

15％以上であった場合（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上

の利用者に対して加算（１日につき） 

 

 

 

 

【若年性認知症利用者受入加算】 

640 円 64 円 128 円 192 円 ☑ 

 

40～65 歳未満の認知症利用者にサービスを提供した場合（１日

につき）※認知症加算を算定している場合は算定されません。 
 

 

 

 



 

【サービス提供体制強化加算（Ⅰ）】 

234 円 24 円 47 円 71 円 ☑ 

 

以下のいずれかに該当する事。①介護職員の総数のうち、介護福

祉士が占める割合が70％以上の場合②勤続10 年以上の介護福

祉士が２５％以上の場合（１回につき） 

 

 

 

 

【サービス提供体制強化加算（Ⅱ）】 

192 円 20 円 39 円 58 円 ☐ 

 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50％以上の

場合（１回につき） 

 

 

 

 
（介護職員等処遇改善加算） 

介護職員等処遇改善加算       算定 

Ⅰ       

□ 
【介護報酬相単位数（基本サービス費＋各種加減算）×9.2％（1 単

位未満・四捨五入）】×10.68 円（1 円未満切り捨て） 

基本利用

料の１割 

基本利用

料の 2 割 

基本利用

料の 3 割  

Ⅱ       

□ 
 

【介護報酬相単位数（基本サービス費＋各種加減算）×9.0％（1 単

位未満・四捨五入）】×10.68 円（1 円未満切り捨て） 

基本利用

料の１割 

基本利用

料の 2 割 

基本利用

料の 3 割 

 

 

Ⅲ       

□ 
 

【介護報酬相単位数（基本サービス費＋各種加減算）×8.0％（1 単

位未満・四捨五入）】×10.68 円（1 円未満切り捨て） 

基本利用

料の１割 

基本利用

料の 2 割 

基本利用

料の 3 割 

 

 

Ⅳ       

□ 
 

【介護報酬相単位数（基本サービス費＋各種加減算）×6.4％（1 単

位未満・四捨五入）】×10.68 円（1 円未満切り捨て） 

基本利用

料の１割 

基本利用

料の 2 割 

基本利用

料の 3 割 

 

 

                               2024年 6月 3級地 （単位：円） 

・介護保険給付対象外サービスの利用料

食事の提供

通常実施地域以外の交通費 1ｋｍにつき　　　100円

認定区分非該当の（自立）場合
の利用

認定申請中に先行利用で認定区分が非該当（自立）になった場合、1回につき４,４6４円
の実費

昼食代　1食 750円　おやつ代　１回 50円　　　合計 800円

その他日常生活費
日常生活品の購入代金等日常生活に要する費用で、ご利用者にご負担いただくことが
適当であるものにかかる費用は実費

（おむつ代・パット代は種類に応じて実費相当額）

 

・キャンセル料 

利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、キャンセル料として下記の

料金をいただきます。ただし、当日ご利用者の体調不良等の場合には、 

８時１０分～８時４０分までにご連絡頂ければ、この限りではありません。 

 利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料

 利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 ８００円（食材料費相当）
 



 

 

【予防】健生会デイサービスセンターたんぽぽ運営規程別紙（料金表） 

・介護保険給付対象サービスの利用料  

  

介護度区分 基本料金 １割 2 割 3 割 

要支援 1 １９，２０２円 １，９２１円 ３，８４１円 ５，７６１円 

 

要支援 2 ３８，６７２円 ３，８６８円 ７，７３５円 １１，６０２円 
 

 
 

加算の種類 基本料金 １割 ２割 ３割 
算

定 

【生活機能向上グループ活動加算】 

１，０６８円 １０７円 ２１４円 ３２１円 ☑ 利用者の生活機能の向上を目的とし、共通の課題を有する複数

の利用者でグループを作り、日常生活上の支援のための活動を

行った場合（１月につき） 

 

 
  

【若年性認知症利用者受入加算】 

２，５６３円 ２５７円 ５１３円 ７６９円 ☑ 

 

40～65 歳未満の認知症利用者にサービスを提供した場合（１

日につき） 

 

 

【サービス提供体制強化加算（Ⅰ）】 
要支援 1：９３９円 ９４円 １８８円 ２８２円 

☑ 

 

以下のいずれかに該当する事。①介護職員の総数のうち、介護

福祉士が占める割合が70％以上の場合②勤続10 年以上の介

護福祉士が２５％以上の場合（１月につき） 

 

要支援 2：1,815 円 １８２円 ３６３円 ５４５円 
 

 
【サービス提供体制強化加算（Ⅱ）】 

要支援 1：768 円 ７７円 １５４円 ２３１円 

☐ 

 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50％以上

の場合（１月につき） 

 

要支援 2：1,537 円 １５４円 ３０８円 ４６２円 
 

 
【科学的介護推進体制加算】 

４２７円 ４３円 ８６円 １２９円 ☑ 

 

利用者の基本的なデータ（ADL（日常生活動作）の値、栄養状

態、口腔機能、認知症の症状、その他心身の状況）を少なくと

も３か月に１回は厚労省に提出し、データベースを活用してサ

ービス計画を確認するなど、PDCA サイクルを推進してケア

の質を向上させる取り組みを評価する（１月につき） 

 

 

 

 

 

 

【介護職員処遇改善加算（Ⅰ）】       
基本利用

料の 1 割 

基本利用

料の 2 割 

基本利用

料の 3 割 
☑ 

 

【介護報酬相単位数（基本サービス費＋各種加減算）×5.9％（1 単

位未満・四捨五入）】×10.68 円（1 円未満切り捨て） 

 

 
 
 

 
 



 

（介護職員等処遇改善加算） 

介護職員等処遇改善加算       算定 

Ⅰ       

□ 
【介護報酬相単位数（基本サービス費＋各種加減算）×9.2％（1 単

位未満・四捨五入）】×10.68 円（1 円未満切り捨て） 

基本利用

料の１割 

基本利用

料の 2 割 

基本利用

料の 3 割  

Ⅱ       

□ 
 

【介護報酬相単位数（基本サービス費＋各種加減算）×9.0％（1 単

位未満・四捨五入）】×10.68 円（1 円未満切り捨て） 

基本利用

料の１割 

基本利用

料の 2 割 

基本利用

料の 3 割 

 

 

Ⅲ       

□ 
 

【介護報酬相単位数（基本サービス費＋各種加減算）×8.0％（1 単

位未満・四捨五入）】×10.68 円（1 円未満切り捨て） 

基本利用

料の１割 

基本利用

料の 2 割 

基本利用

料の 3 割 

 

 

Ⅳ       

□ 
 

【介護報酬相単位数（基本サービス費＋各種加減算）×6.4％（1 単

位未満・四捨五入）】×10.68 円（1 円未満切り捨て） 

基本利用

料の１割 

基本利用

料の 2 割 

基本利用

料の 3 割 

 

 

2024年 6月 3級地 （単位：円） 

 

 

・介護保険給付対象外のサービスの利用料 

食事の提供 昼食代 １食750円 おやつ代 1回50円   合計800円 

その他日常生活費 
日常生活品の購入代金等日常生活に要する費用で、ご利用者にご負担いただくことが適当で

あるものにかかる費用は実費（おむつ代・パット代は種類に応じて実費相当額） 

通常実施地域以外の交通費 １ｋｍにつき  100円 

認定区分非該当の （自立）

場合の利用 

認定申請中に先行利用で認定区分が非該当（自立）になった場合、１回につき 4,464 円の実

費 

・キャンセル料 

利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、キャンセル料として下記の

料金をいただきます。ただし、当日ご利用者の体調不良等の場合には、 

８時１０分～８時４０分までにご連絡頂ければ、この限りではありません。 

 利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料

 利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 ８００円（食材料費相当）
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